
●平成２８年度　就学援助実施状況

課税所得等
の分類

基準額の時
期
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群馬県 前橋市 学校教育課 027-898-5812 http://www.city.maebashi.gunma.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 3年前の年度 304 15%未満

群馬県 高崎市 教育委員会事務局教職員課 027-321-1298 http://www.city.takasaki.gunma.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
給与収入
（税引き前） 3年前の年度 367 10%未満

群馬県 桐生市
桐生市教育委員会教育部学校教育課
学事係 0277-46-1111(内線649) http://www.city.kiryu.gunma.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市教育委員会学校教育課 0270-27-2787 http://www.city.isesaki.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上記基準は申請理由であり,認定基準ではない。生活保護費の
１．２倍を目安としているが,申請書から収入支出の確認や世帯
の状況等総合的に判断して認定事務を行っている。

10%未満

群馬県 太田市 太田市教育委員会　学校教育課 0276-20-7084

http://www.city.ota.gunma.jp/005gy
osei/0170-003kyoiku-
sidou/index.html ○ ○ ○ 1.6

給与収入
（税引き前） 前年度 423 10%未満

群馬県 沼田市 沼田市教育委員会　学校教育課 0278-23-2111 http://www.city.numata.gunma.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

基準に複数項目該当している者

10%未満

群馬県 館林市 教育委員会学校教育課 0276-72-4111(内線221)
http://www.city.tatebayashi.gunma.j
p/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 320

基準根拠については,当年度６月までは当年度（前年分
所得）所得課税証明書が税務課で発行不可であることか
ら前年度証明（前々年分所得）の基準額を使っています。
なお,前年分所得については源泉徴収票の写しを添付し
てもらって確認。６月の当年度所得課税証明書が発行可
能になった以降は,前年分の基準額を使って算定していま
す。

10%未満

群馬県 渋川市 学校教育課 0279-22-2121 http://www.city.shibukawa.lg.jp/ ○ 1.1 課税所得 3年前の年度 267 10%未満

群馬県 藤岡市 教育委員会　学校教育課 0274-50-8212 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

群馬県 富岡市 富岡市教育委員会　学校教育課 0274-62-1511 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

群馬県 安中市 教育委員会学校教育課 027-382-1111(内線2234)
http://www.city.annaka.gunma.jp/ky
ouiku_shougaigakushu/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 330 10%未満

群馬県 みどり市 みどり市教育委員会学校教育課 0277-76-9845

http://www.city.midori.gunma.jp/ww
w/genre/0000000000000/13919992
33638/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 3年前の年度 258 10%未満

群馬県 榛東村 教育委員会事務局学校教育班 0279-54-2211(内線212) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 前年度 240

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額

15%未満

群馬県 吉岡町 教育委員会事務局 0279-54-3111 http://www.town.yoshioka.gunma.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他学校長及び教育委員会が特に就学援助を必要と認める
状態にある者 5%未満

群馬県 上野村 教育委員会事務局 0274-59-2657 ○ 0%未満

群馬県 神流町 教育委員会事務局 0274-57-2111 http://www.town.kanna.gunma.jp/ ○

生活保護認定に至らなかった者で,民生委員・教育委員会・学校
長が認めた者。

0%未満

群馬県 下仁田町 教育課　学校教育係 0274-82-2115 http//www.town.shimonita.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

群馬県 南牧村 教育委員会 0274-87-2011 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

群馬県 甘楽町 学校教育課 0274-74-3131 ○ ○ ○ 10%未満

群馬県 中之条町
教育委員会事務局こども未来課　総務
施設係 0279-75-8824

http://www.town.nakanojo.gunma.jp
/~info/8-kodomo/shien/shien-yo-
jun.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 189 10%未満

群馬県 長野原町 教育課　学校教育係 0279-82-2029 ○
・ア～スの状況を基に判断している。

5%未満

群馬県 嬬恋村 嬬恋村教育委員会事務局 0279-96-0544
http://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/in
dex.html ○ ○ 5%未満

群馬県 草津町 教育委員会事務局　学校教育係 0279-88-0005 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

群馬県 高山村 高山村教育委員会 0279-63-3046 http://vill.takayama.gunma ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
その他特に援助が必要と認められる者

10%未満

群馬県 東吾妻町 教育課 0279-59-3017
http://www1.town.higashiagatsuma.g
unma.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 その他 280

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

10%未満

群馬県 片品村 教育委員会事務局 0278-58-2144 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

群馬県 川場村 教育委員会 0278-52-3458 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
給与収入
（税引き前） 前年度 269 5%未満

群馬県 昭和村 昭和村教育委員会 0278-24-5120
http://www.vill.showa.gunma.jp/top.
htm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学校長又は民生児童委員が特に援助を必要と認める状態にあ
る者で教育委員会で認める者

5%未満

群馬県 みなかみ町 教育課 0278-62-2275 http://www.town.minakami.gunma.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

群馬県 玉村町 学校教育課 0270-64-7713 http://www.town.tamamura.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

群馬県 板倉町 教育委員会事務局 0276-82-1111

http://www.town.itakura.gunma.jp/c
ont/s025000/d025010/2012121213
3955.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 当該年度 240

課税所得等の分類の内容：給与所得のみ給与収入額を
計上し,その他の所得は所得額を計上している。

5%未満

群馬県 明和町 学校教育課 0276-84-3111 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 当該年度 305

給与所得者は給与収入（税引き前）で算定し,給与所得者
以外は所得額で算定

5%未満

群馬県 千代田町 教育委員会学校教育係 0276-86-7008 http://www.town.chiyoda.gunma.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 278

千代田町教育委員会が生活困窮等により援助を必要と認めたも
の

10%未満

群馬県 大泉町 教育委員会　庶務課 0276-63-3111 http://www.town.oizumi.gunma.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2
給与収入
（税引き前） 3年前の年度 235

教育委員会が就学援助が必要であると認める者
目安額（年額）は住居が借家の場合（持家の場合は２２４
万円） 10%未満

群馬県 邑楽町 教育委員会  学校教育課 0276-88-5511 ○ ○ 1.5
給与収入
（税引き前） 当該年度 320 5%未満
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○ ○ ○ ○ ○ ○ その他 当該年度当初 6月初旬 有
毎月初め。追加認定は,３月初めま
で。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有
6月申請以降は,翌月初旬までに随
時認定処理を行っている。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 5月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

各校の保護者便りで周知

前年度の12
月 4月 有

毎月初め。追加認定は１２月末申請
まで。 ○ 11,420 11,070 ○ 20,470 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 8月 有 各月1日,16日 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○
前年度の12
月 6月中旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 毎月末。追加認定は２月申請まで。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月中旬 有 毎月上旬,申請は随時受付 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の1月 5月中旬 有 随時　2月末申請まで（3月1日認定） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○

在学児童生徒の家庭に対しては,学校だより等で制
度に関する情報を提供するよう指示

その他 基準の見直し時 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○

年長児へは10月の就学児検診時,小1～中2の児童
生徒へは毎年12月に,各学校に周知依頼

前年度の10
月 4月 有 月末日 ○ 14,780 ○ 19,900

○ ○ ○ 前年度の3月 7月 有 毎月中旬,随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○

各学校で保護者へ手続き等を案内

前年度の2月 6月下旬 有 随時 ○ ○ 20,470

○ ○ ○ ○
前年度の12
月 5月下旬 有

随時受付,審査は各月の定例教育
委員会にて。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420 0 ○ 20,470 0

○ 前年度の2月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420

○ その他 当該年度4月 4月 無 ○ ○ 20,470 0

○
前年度の12
月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○

・家庭訪問の中で,家庭の経済状況や保護者からの
相談等により,制度の照会を行う。
・保護者からの直接の相談により,制度の照会を行
う。 前年度の2月 6月中旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ 前年度の2月 6月下旬 無 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の2月 6月下旬 有 申請があれば,随時判定 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○

年度初めの担任による家庭訪問時に各家庭の状況,
あるいは保護者からの問い合わせに対し,教職員が
保護者に制度を説明し,用紙を配布

前年度の3月 6月 有 随時受け付け,審査後追加認定 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○
民生児童委員協議会で説明会を実施

前年度の12
月 6月中旬 有 11月上旬 ○ 11,420 11,012 ○ 20,470 0

○ ○ ○ ○

民生児童委員の会議で説明・チラシを配布

前年度の2月 6月下旬 有
申請後,調査を経て次回の教育委員
会（月１回）で認定 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470

○ ○

新入学児には,入学通知書と一緒に就学援助制度の
書類を配布

前年度の3月 4月 有 随時 ○ 12,000 ○ 21,200

○ ○ ○ ○

小学校の新入学説明会で保護者に紹介

その他 毎年,要綱に基づいて認定 5月下旬 有 随時 ○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470

○ ○
前年度の11
月 5月下旬 有 8月,11月,2月 ○ 13,590 ○ 20,470

○ ○
前年度の12
月 4月 有 随時 ○ 13,650 ○ 20,470

○ ○ ○ その他 特に設けていない。 4月 有 申請のあった時期に応じて認定。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○
前年度の12
月 5月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○

入学前に教育委員会より就学援助制度の書類を配
布

前年度の1月 3月 有
毎月末頃,随時。追加認定の申請期
限はなし。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ 前年度の1月 6月下旬 有 随時（追加認定は１月末申請まで） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 6月中旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等



群馬県 前橋市

群馬県 高崎市

群馬県 桐生市

群馬県 伊勢崎市

群馬県 太田市

群馬県 沼田市

群馬県 館林市

群馬県 渋川市

群馬県 藤岡市

群馬県 富岡市

群馬県 安中市

群馬県 みどり市

群馬県 榛東村

群馬県 吉岡町

群馬県 上野村

群馬県 神流町

群馬県 下仁田町

群馬県 南牧村

群馬県 甘楽町

群馬県 中之条町

群馬県 長野原町

群馬県 嬬恋村

群馬県 草津町

群馬県 高山村

群馬県 東吾妻町

群馬県 片品村

群馬県 川場村

群馬県 昭和村

群馬県 みなかみ町

群馬県 玉村町

群馬県 板倉町

群馬県 明和町

群馬県 千代田町

群馬県 大泉町

群馬県 邑楽町

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

2 2 0 5 5 5 21 21 2 2 2 0 2 2 2 0 0 1 12 12 0 18 18 18 3 3 1 2 2 0 20 20 20 6 6 1 4 4 0 23 23 23 4 4 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0

○ 2,230 ○ 21,490 20,856 ○ 1,570 1,388 ○ 3,620 2,630

○ 2,230 ○ 21,490 11,753 ○ 1,570 1,518 ○ 3,620 3,570

○ 2,230 ○ 21,000 ○ 1,550 1,384 ○ 3,570 2,882

○ 2,230 2,225 ○ 21,490 21,438 ○ 1,570 1,568 ○ 3,620 3,567 ○ 2,710 2,577

○ 2,230 ○ 21,285 ○ 1,570 ○ 105

○ 2,230 ○ 0 ○ 23,128 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 0

○ 2,230 ○ 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 800 ○ 2,710 2,710

○ 2,230 ○ 20,470 ○ 1,550 ○ 3,570 977

○ 2,230 ○ 21,000 ○ 1,570 ○ 3,650

○ ○ 0 ○ 23,695 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 21,580 ○ 3,470 3,200

○ 2,230 ○ 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 21,190

○ 2,230 ○ 21,490 20,891 ○ 1,570 ○ 3,620

○ 2,230 0 ○ 39,290 0 ○ 21,490 0 ○ 1,570 0 ○ 3,620 0 ○ 2,710 0

○ 39,290 ○ 21,190 0 ○ 1,550 0 ○ 3,570 0

○ 2,230 ○ 25,000 ○ 3,000 ○ 2,000

○ ○ ○ ○ 3,620 0 ○ 2,710 0

○ 2,230 ○ 21,490 20,000 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 3,620 2,212

○ 2,230 ○ 18,000 ○ 1,000

○ 2,170 ○ ○ 1,510

○ 21,490 ○ 3,620

○ 2,230 2,230 ○ 39,290 0 ○ 21,490 20,168 ○ 1,570 0 ○ 3,620 2,461 ○ 2,710 0

○ 2,230 ○ 21,490 20,039 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 4,050 ○ 25,000 20,799 ○ 3,000 0

○ 2,230 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 20,880

○ 21,190 21,190 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,365

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 0

○ 2,230 ○ 21,490 20,128 ○ 1,570 1,446 ○ 3,620 2,410

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 ○ 1,570 ○ 3,620

修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費通学用品費 通学費



群馬県 前橋市

群馬県 高崎市

群馬県 桐生市

群馬県 伊勢崎市

群馬県 太田市

群馬県 沼田市

群馬県 館林市

群馬県 渋川市

群馬県 藤岡市

群馬県 富岡市

群馬県 安中市

群馬県 みどり市

群馬県 榛東村

群馬県 吉岡町

群馬県 上野村

群馬県 神流町

群馬県 下仁田町

群馬県 南牧村

群馬県 甘楽町

群馬県 中之条町

群馬県 長野原町

群馬県 嬬恋村

群馬県 草津町

群馬県 高山村

群馬県 東吾妻町

群馬県 片品村

群馬県 川場村

群馬県 昭和村

群馬県 みなかみ町

群馬県 玉村町

群馬県 板倉町

群馬県 明和町

群馬県 千代田町

群馬県 大泉町

群馬県 邑楽町

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 5 5 5 1 1 0 0 0 0 6 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

支給平均額については,平成２７年度の実績額より記入

修学旅行費・校外活動費の支給平均額は２７年度実績

○ 4,570 258 ○ 3,380 2,964

・通学費については,4km以上で公共交通機関利用のみ対象としているが該当なし
・校外活動費（宿泊を伴うもの）については,平成28年度の実施予定なし

○ 4,570 4,570 ○ 3,380 3,380

校外活動費（宿泊を伴うもの）は平成２８年度予算計上単価

修学旅行費の支給平均額については,平成２８年度予算に計上した単価とした

・通学用品費は小学２から６年に対して,一定額2,230円を支給
・修学旅行費,校外活動費については,行事の実施報告を待ち支給各額を確定するため,予算額を記載
・通学費については,実績なし

学用品費について：12610円は,小学１年生対象。14780円は,小学２～６年生対象

○ 120 ○ 3,600

学用品費：１年生１２,９７０円,２・３・４・６年生１５,２００円,５年生１７,２２０円

修学旅行費：平成２７年度実績平均額

○ 4,570 0 ○ 3,380 0 実績なし

○ 4,000

・上限額未満は実費支給
・該当者なしのため実績なし

28年度予算に計上した単価　または　27年度の実績額

○ 4,570 0 ○ 3,380 0

・学用品費・通学用品費・新入学児童生徒学用品費等を合わせてみている
・校外活動費は,宿泊を伴わないものと宿泊を伴うものを合わせてみている
・通学費は,スクールバスを運行しているため援助なし
・修学旅行費は,村がバスを運行しているため該当なし
※いずれの費目も実績なし

修学旅行費については,実費×０．８を支給

○ 4,570 0 ○ 3,380 2,400

○ 3,380 3,080

校外活動費については,実績なし

学用品費　１年生　11,420円　　２～６年生　13,590円

支給平均額は平成２８年度予算に計上した単価

支給平均額については27年度の実績額により記入

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）



群馬県 前橋市

群馬県 高崎市

群馬県 桐生市

群馬県 伊勢崎市

群馬県 太田市

群馬県 沼田市

群馬県 館林市

群馬県 渋川市

群馬県 藤岡市

群馬県 富岡市

群馬県 安中市

群馬県 みどり市

群馬県 榛東村

群馬県 吉岡町

群馬県 上野村

群馬県 神流町

群馬県 下仁田町

群馬県 南牧村

群馬県 甘楽町

群馬県 中之条町

群馬県 長野原町

群馬県 嬬恋村

群馬県 草津町

群馬県 高山村

群馬県 東吾妻町

群馬県 片品村

群馬県 川場村

群馬県 昭和村

群馬県 みなかみ町

群馬県 玉村町

群馬県 板倉町

群馬県 明和町

群馬県 千代田町

群馬県 大泉町

群馬県 邑楽町

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

1 1 0 6 6 6 27 27 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 5 5 5 27 27 1 2 2 0 6 6 6 21 21 1 2 2 0 2 2 2 0 0 1 13 13 0 17 17 17 3 3 2

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 55,813

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,490 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 66,000

○ 22,320 22,005 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 57,590 57,300

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 55,443

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 65,825

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590

○ 22,320 ○ 5,000 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 64,525

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 63,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ ○ 0 ○ 51,556

○ 26,050 ○ 22,900 ○ 68,720

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590

○ ○ 23,550 ○ 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,290

○ 22,320 0 ○ 23,550 0 ○ 2,230 0 ○ 79,410 0 ○ 57,590 0

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 55,700

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 56,664

○ 22,320 22,320 ○ ○ 2,230 2,230 ○ ○

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 48,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 57,590

○ 22,320 18,702 ○ 7,510 0 ○ 23,550 11,775 ○ 2,230 2,230 ○ 79,410 0 ○ 57,590 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,290

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 24,600 ○ 24,550 ○ 7,230 ○ 72,000 72,000

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 24,490 ○ 23,550 ○ 56,370

○ 24,550 ○ 23,550 ○ 60,000 60,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,190

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費通学用品費



群馬県 前橋市

群馬県 高崎市

群馬県 桐生市

群馬県 伊勢崎市

群馬県 太田市

群馬県 沼田市

群馬県 館林市

群馬県 渋川市

群馬県 藤岡市

群馬県 富岡市

群馬県 安中市

群馬県 みどり市

群馬県 榛東村

群馬県 吉岡町

群馬県 上野村

群馬県 神流町

群馬県 下仁田町

群馬県 南牧村

群馬県 甘楽町

群馬県 中之条町

群馬県 長野原町

群馬県 嬬恋村

群馬県 草津町

群馬県 高山村

群馬県 東吾妻町

群馬県 片品村

群馬県 川場村

群馬県 昭和村

群馬県 みなかみ町

群馬県 玉村町

群馬県 板倉町

群馬県 明和町

群馬県 千代田町

群馬県 大泉町

群馬県 邑楽町

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

2 2 0 19 19 19 5 5 0 3 3 0 22 22 22 4 4 0 0 0 0 6 6 6 1 1 0 0 0 0 6 6 6 2 2 0 0 0 0 6 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

○ 2,270 2,172 ○ 6,100 2,506
支給平均額については,平成２７年度の実績額より記入

○ 2,270 2,228 ○ 6,100 5,779
修学旅行費・校外活動費の支給平均額は２７年度実績

○ 2,240 2,012 ○ 6,010 4,262

○ 2,270 2,267 ○ 6,100 5,862 ○ 29,600 24,077 ○ 5,450 2,870 ○ 4,190 2,976

○ 2,270 ○ 3,121

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 0

・通学費については,6km以上で公共交通機関利用のみ対象としているが該当なし
・校外活動費（宿泊を伴うもの）については,平成28年度の実施予定なし

○ 2,240 2,240 ○ 14,000 ○ 29,600 29,600 ○ 5,450 5,450 ○ 4,190 4,190

校外活動費(宿泊を伴うもの)については,平成２８年度予算計上単価

○ 2,240 ○ 6,010 1,829

○ 2,270 ○ 6,100
修学旅行費の支給平均額については,平成２８年度予算に計上した単価とした

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

・通学用品費は中学２,３年に対して,一定額2,230円を支給
・修学旅行費,校外活動費については,行事の実施報告を待ち支給各額を確定するため,予算額を記載
・通学費については,実績なし

○ 5,840 5,840
学用品費：23880円は,中学１年生対象。26050円は,中学２～３年生対象

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 4,800 ○ 2,400 ○ 3,600

学用品費：１年生３５,８４０円,２・３年生３４,３００円

○ 2,270 ○ 6,100
修学旅行費：平成２７年度実績額

○ 2,270 0 ○ 6,100 0 ○ 29,600 0 ○ 5,450 0 ○ 4,190 0 実績なし

○ 2,240 ○ 6,010 ○ 3,000 ○ 4,000

・クラブ活動費は所属する各部活動の部費による（一定額）
　音楽部（１・２年）　7500円　（３年）　　2500円
　卓球部（１・２年）　3000円　（３年）　　1000円
・該当者なしのため実績なし

○ 6,012
28年度予算に計上した単価　または　27年度の実績

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 0 ○ 29,600 29,600 ○ 5,450 5,210 ○ 4,190 4,190

・学用品費・通学用品費・新入学児童生徒学用品費等を合わせてみている
・通学費は,スクールバスを運行しているため援助なし
・修学旅行費は,村修学旅行費補助金交付要綱があるため該当なし

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 0

○ 6,100 4,234

修学旅行費については,実費×０．８を支給

○ 6,100

○ 2,270 1,702 ○ 6,100 5,083 ○ 29,600 5,833 ○ 5,450 3,600 ○ 4,190 3,000

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100 ○ 29,600 10,000 ○ 5,450 5,000 ○ 4,190 3,000

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 3,200 3,200

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

学用品費　１年生　22,320円　　２～３年生　24,490円

○ 2,240 2,201 ○ 6,010 4,068

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

・支給平均額は平成２８年度予算に計上した単価
・３年生の支給金額52,450円

○ 6,100 6,100

○ 2,270 2,020 ○ 6,100 6,010
・支給平均額については27年度の実績額により記入

○ 6,010 6,010

○ 2,270 ○ 6,100

校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの) 生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）


